
あまりリスクを強調するつもりは無いの

ですが、弊事務所に寄せられる未払い残業代

請求に関する相談は、業種・業界を問わなく

なりつつあります。「うちの業界・会社で未

払い残業代請求はあり得なかったが、これか

らは対策を考えないといけない」などの声を

よく聞きます。 

 
１ 裁量労働制も例外ではない 

本号では、エーディーディー事件（平成２

３年１０月３１日京都地方裁判所判決）を紹

介致します。 
会社が専門業務型裁量労働制を採用して

いたところ、システムエンジニアとして勤務

していた原告が、会社に残業代など約１６０

０万円を求めた訴訟です。 
専門業務型裁量労働制とは，業務の性質上

その遂行方法を労働者の裁量に委ねる必要

があるものについて、実際に働いた時間では

なく、労使協定等で定められた時間によって

労働時間を算定する制度です。その対象業務

として、労働基準法３８条の３、同法施行規

則２４条の２の２第２項２号において、「情

報処理システム（電子計算機を使用して行う

情報処理を目的として複数の要素が組み合

わされた体系であってプログラムの設計の

基本となるものをいう。）の分析又は設計の

業務」が挙げられています。 
本件では、専門業務型裁量労働制について

労使協定が締結されており、手続き的には問

題が無かったのですが、裁判所は以下の理由

で裁量労働制の適用を否定し、未払い残業代

の支払いを命じました。 

「本来プログラムの分析又は設計業務につ

いて裁量労働制が許容されるのは，システム

設計というものが，システム全体を設計する

技術者にとって，どこから手をつけ，どのよ

うに進行させるのかにつき裁量性が認めら

れるからであると解される。しかるに，Ｃ社

は，下請である原告（未払い残業代請求にお

ける被告会社）に対しシステム設計の一部し

か発注していないのであり，しかもその業務

につきかなりタイトな納期を設定していた

ことからすると，下請にて業務に従事する者

にとっては，裁量労働制が適用されるべき業

務遂行の裁量性はかなりなくなっていたと

いうことができる。」 

 
２ 裁判官の価値判断・紛争の背景 
①長時間労働を嫌う 

この判決内容には違和感を覚えます。裁判

所は納期に追われていれば裁量労働制は適

用できなくなるような趣旨の判断をしてい

ますが、納期が無い仕事は世の中にはほとん
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どありませんので、「自分は納期に追われて

いた」と主張すれば裁量労働制の適用は否定

されかねません。判決も指摘するように「ど

こから手をつけ、どのように進行させるのか

につき裁量性が認められ」るか否かが重要で

あって、納期が「タイト」かどうかを論じる

のは少し議論が噛み合っていないような気

がします。 
裁判所は長時間労働が常態化している場

合は、条文の解釈などにより、労働時間規制

を厳格に適用する傾向が強いと言えます。本

件では、退職前の５ヶ月間の残業時間は、毎

月約８０～１４０時間程度でした。 
これまでの私の経験から申しますと長時

間労働の場合に、裁量労働制や事業場外みな

し労働時間制を適用し、未払い残業代をほと

んど認めないという判決を書くことはまず

行いません。長時間労働については厳しく判

断したいのでしょう。条文の解釈や事案の当

てはめは正直なところ、裁判官個人の裁量で

かなり自由に行うことができ、結論から逆算

して判決文を書くことは十分可能です。現在、

弊事務所は未払い残業代の訴訟を多数受任

しておりますが、強く逆風が吹いていること

を実感します。 

 
②事案の背景 
裁判例を読むと紛争の背景が見えてくる

ことがあります。本件の紛争の背景は以下の

通りです。 

創業メンバーであった原告が、大口顧客と

の取引がうまくいかず、上司から叱責を受け、

メンタルに変調を来し退職しました。会社は、

在職中の原告の仕事上のミスを理由とする

業務上の損害について損害賠償請求を行な

い、それに対抗した原告が未払い残業代を請

求しました。原告は、もともと未払い残業代

を請求しようとしたのではなく、対抗策とし

て未払い残業代請求を行なった事案です。業

務上の損害に関する損害賠償請求について

は、「原告が主張するような損害は，結局は

取引関係にある企業同士で通常に有り得る

トラブルなのであって，それを労働者個人に

負担させることは相当ではなく，原告の損害

賠償請求は認められないというべきである。」

とあっさり否定されています。 
御客様から「元従業員のミスで業務上の損

害を被った。訴訟を起こしたい」との相談を

受けることが多いですが、この種の損害賠償

請求が認められることはほとんどありませ

ん。一部肯定した判例はありますが、実務上

は極めて少数に留まっています。さらにカウ

ンターパンチとしての未払い残業代請求を

受けることがあります。 
訴訟で白黒をつける前に、何とかできなか

ったのかなと思わざるをえない事案です。 
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